
 

 

 

 

 

 

 

 

雇用保険法施行規則及び建設

労働者の雇用の改善等に関する

法律施行規則の一部を改正する

省令案要綱 

  

資料 No.1-1 
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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
及
び
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要

綱
（
職
業
安
定
局
関
係
）

第
一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

労
働
移
動
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正

再
就
職
支
援
奨
励
金
制
度
の
改
正

(一)

求
職
活
動
等
の
た
め
の
休
暇
を
対
象
者
に
付
与
し
た
事
業
主
に
対
し
、
再
就
職
実
現
時
に
支
給
す
る
再
就
職
支
援
奨

励
金
に
つ
い
て
、
対
象
と
な
る
休
暇
の
日
数
の
上
限
を
百
八
十
日
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
一
日
当
た
り
の
額
を
五

千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
八
千
円
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

受
入
れ
人
材
育
成
支
援
奨
励
金
制
度
の
改
正

(二)
イ

再
就
職
援
助
計
画
の
対
象
者
等
を
早
期
に
雇
い
入
れ
た
事
業
主
に
対
す
る
助
成
額
を
、
四
十
万
円
に
引
き
上
げ
る

こ
と
。

ロ

人
材
育
成
支
援
と
し
て
の
移
籍
出
向
に
よ
り
雇
い
入
れ
た
者
に
訓
練
を
受
け
さ
せ
る
事
業
主
に
対
す
る
助
成
を
廃

止
し
、

の
キ
ャ
リ
ア
希
望
実
現
支
援
助
成
金
に
統
合
す
る
こ
と
。

(三)

別紙
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キ
ャ
リ
ア
希
望
実
現
支
援
助
成
金
制
度
の
創
設

(三)
イ

生
涯
現
役
移
籍
受
入
れ
支
援
と
し
て
、
被
保
険
者
（
高
年
齢
継
続
被
保
険
者
等
を
除
く
。
）
で
あ
っ
た
者
（
四
十

歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
）
を
移
籍
出
向
に
よ
り
雇
い
入
れ
た
事
業
主
（
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
が
希
望

す
る
と
き
は
、
そ
の
年
齢
が
六
十
五
歳
を
超
え
て
も
引
き
続
い
て
雇
用
す
る
事
業
主
に
限
る
。
）
に
対
し
、
一
人
当

た
り
四
十
万
円
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ

の
受
入
れ
人
材
育
成
支
援
奨
励
金
の
人
材
育
成
支
援
と
し
て
の
移
籍
出
向
に
係
る
助
成
を
、
キ
ャ
リ
ア
希
望
実

(二)
現
支
援
助
成
金
制
度
に
統
合
す
る
こ
と
。
（
再
掲
）

二

高
年
齢
者
雇
用
安
定
助
成
金
制
度
の
改
正

高
年
齢
者
活
用
促
進
コ
ー
ス
の
改
正

(一)
イ

助
成
対
象
に
健
康
診
断
を
実
施
す
る
た
め
の
制
度
の
導
入
を
追
加
し
、
制
度
導
入
に
要
し
た
費
用
の
額
を
三
十

万
円
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ

高
年
齢
者
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
機
械
設
備
、
作
業
方
法
、
作
業
環
境
の
導
入
等
を
実
施
し
た

事
業
主
及
び
そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
に
占
め
る
高
年
齢
継
続
被
保
険
者
の
雇
用
割
合
が
百
分
の
四
以
上
の
事
業
主
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に
つ
い
て
は
、
支
給
上
限
額
を
六
十
歳
以
上
の
被
保
険
者
の
数
に
三
十
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

ハ

六
十
六
歳
以
上
ま
で
の
定
年
の
引
上
げ
、
定
年
の
定
め
の
廃
止
又
は
六
十
五
歳
以
上
ま
で
の
定
年
の
引
上
げ
及
び

六
十
六
歳
以
上
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
の
措
置
を
実
施
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
措
置
の
実
施
に
要
し
た
費

用
の
額
を
百
万
円
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

高
年
齢
者
無
期
雇
用
転
換
コ
ー
ス
の
創
設

(二)

五
十
歳
以
上
で
定
年
年
齢
未
満
の
有
期
契
約
労
働
者
を
無
期
雇
用
労
働
者
に
転
換
し
た
事
業
主
に
対
し
、
対
象
者
一

人
に
つ
き
四
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
五
十
万
円
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
制
度
の
改
正

高
年
齢
者
雇
用
開
発
特
別
奨
励
金
に
つ
い
て
、
六
十
五
歳
以
上
の
求
職
者
を
一
年
以
上
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と

し
て
雇
い
入
れ
た
事
業
主
に
対
す
る
助
成
額
を
、
次
の
と
お
り
引
き
上
げ
る
こ
と
。

イ

短
時
間
労
働
者
以
外
の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
た
場
合

六
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
七
十
万
円
）

ロ

短
時
間
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
た
場
合

四
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
五
十
万
円
）

四

地
域
雇
用
開
発
助
成
金
制
度
の
改
正
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沖
縄
若
年
者
雇
用
促
進
奨
励
金
の
二
年
目
の
支
給
要
件
に
、
雇
い
入
れ
た
沖
縄
若
年
求
職
者
の
う
ち
一
定
割
合
以
上
の

も
の
に
つ
い
て
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
、
所
定
労
働
時
間
及
び
賃
金
制
度
が
通
常
の
労
働
者
と
同
一

の
も
の
で
あ
る
労
働
者
と
し
て
雇
用
し
て
い
る
こ
と
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
二
年
目
の
助
成
額
を
、
支
払
っ
た
賃
金
の

額
に
相
当
す
る
額
の
三
分
の
一
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
二
分
の
一
）
の
額
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

五

（
略
）

六

人
材
確
保
等
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正

職
場
定
着
支
援
助
成
金
制
度
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
。

中
小
企
業
団
体
助
成
コ
ー
ス
の
改
正

(一)

支
給
対
象
と
な
る
認
定
組
合
等
に
つ
い
て
、
経
済
社
会
情
勢
の
変
化
に
合
わ
せ
て
新
た
に
創
出
さ
れ
る
事
業
の
実
施

又
は
実
施
し
て
い
る
事
業
の
成
長
発
展
に
よ
り
雇
用
機
会
の
拡
大
が
見
込
ま
れ
る
分
野
に
係
る
事
業
を
営
む
者
を
構
成

員
と
す
る
認
定
組
合
等
か
ら
、
全
て
の
認
定
組
合
等
に
拡
大
す
る
こ
と
。

個
別
企
業
助
成
コ
ー
ス
の
改
正

(二)
イ

雇
用
管
理
制
度
助
成
の
改
正
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支
給
対
象
と
な
る
事
業
主
に
つ
い
て
、
経
済
社
会
情
勢
の
変
化
に
合
わ
せ
て
新
た
に
創
出
さ
れ
る
事
業
の
実
施

(イ)
又
は
実
施
し
て
い
る
事
業
の
成
長
発
展
に
よ
り
雇
用
機
会
の
拡
大
が
見
込
ま
れ
る
分
野
に
係
る
事
業
を
営
む
事
業

主
か
ら
、
全
て
の
事
業
主
に
拡
大
す
る
こ
と
。

介
護
関
係
業
務
を
行
う
事
業
主
を
除
き
、
雇
用
管
理
責
任
者
の
選
任
に
係
る
要
件
を
廃
止
す
る
こ
と
。

(ロ)
ロ

介
護
労
働
者
雇
用
管
理
制
度
助
成
の
創
設

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
介
護
事
業
主
に
対
し
、
次
の
と
お
り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

介
護
労
働
者
の
職
場
へ
の
定
着
の
促
進
に
資
す
る
賃
金
制
度
の
整
備
に
係
る
計
画
に
つ
い
て
都
道
府
県
労
働
局

(イ)
長
の
認
定
を
受
け
、
そ
の
整
備
を
行
っ
た
場
合

五
十
万
円

の
賃
金
制
度
の
整
備
に
係
る
計
画
の
計
画
期
間
が
終
了
し
て
か
ら
一
年
経
過
後
の
離
職
率
に
係
る
目
標
を
達

(ロ)

(イ)
成
し
た
場
合

六
十
万
円

の
賃
金
制
度
の
整
備
に
係
る
計
画
の
計
画
期
間
が
終
了
し
て
か
ら
三
年
経
過
後
の
離
職
率
に
係
る
目
標
を
達

(ハ)

(イ)
成
し
た
場
合

九
十
万
円

七

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
制
度
の
改
正
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正
社
員
化
コ
ー
ス
の
改
正

（一）
イ

正
規
雇
用
等
転
換
コ
ー
ス
及
び
多
様
な
正
社
員
コ
ー
ス
を
正
社
員
化
コ
ー
ス
に
統
合
す
る
こ
と
。

ロ

通
常
の
労
働
者
の
短
時
間
正
社
員
へ
の
転
換
又
は
新
た
な
短
時
間
正
社
員
の
雇
入
れ
を
実
施
し
た
事
業
主
に
対
す

る
助
成
を
廃
止
す
る
こ
と
。

処
遇
改
善
コ
ー
ス
の
改
正

（二）
イ

健
康
管
理
コ
ー
ス
及
び
短
時
間
労
働
者
の
週
所
定
労
働
時
間
延
長
コ
ー
ス
を
処
遇
改
善
コ
ー
ス
に
統
合
す
る
こ
と
。

ロ

全
て
の
有
期
契
約
労
働
者
等
に
つ
い
て
賃
金
を
一
定
の
割
合
以
上
で
増
額
す
る
措
置
を
講
じ
た
事
業
主
に
対
す
る

助
成
額
を
、
次
の
と
お
り
引
き
上
げ
る
こ
と
。

対
象
労
働
者
の
数
が
一
人
以
上
四
人
未
満
の
場
合

一
の
事
業
所
当
た
り
七
万
五
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の

（イ）
場
合
は
十
万
円
）

対
象
労
働
者
の
数
が
四
人
以
上
七
人
未
満
の
場
合

一
の
事
業
所
当
た
り
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場

（ロ）
合
は
二
十
万
円
）

対
象
労
働
者
の
数
が
七
人
以
上
十
一
人
未
満
の
場
合

一
の
事
業
所
当
た
り
二
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の

（ハ）



- 7 -

場
合
は
三
十
万
円
）

対
象
労
働
者
の
数
が
十
一
人
以
上
の
場
合

対
象
労
働
者
一
人
に
つ
き
二
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は

（ニ）
三
万
円
）

ハ

合
理
的
に
区
分
さ
れ
た
有
期
契
約
労
働
者
等
に
つ
い
て
賃
金
を
一
定
の
割
合
以
上
で
増
額
す
る
措
置
を
講
じ
た
事

業
主
に
対
す
る
助
成
額
を
、
次
の
と
お
り
引
き
上
げ
る
こ
と
。

対
象
労
働
者
の
数
が
一
人
以
上
四
人
未
満
の
場
合

一
の
事
業
所
当
た
り
三
万
五
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の

（イ）
場
合
は
五
万
円
）

対
象
労
働
者
の
数
が
四
人
以
上
七
人
未
満
の
場
合

一
の
事
業
所
当
た
り
七
万
五
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の

（ロ）
場
合
は
十
万
円
）

対
象
労
働
者
の
数
が
七
人
以
上
十
一
人
未
満
の
場
合

一
の
事
業
所
当
た
り
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場

（ハ）
合
は
十
五
万
円
）

対
象
労
働
者
の
数
が
十
一
人
以
上
の
場
合

対
象
労
働
者
一
人
に
つ
き
一
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は

（ニ）
一
万
五
千
円
）
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ニ

有
期
契
約
労
働
者
等
に
つ
い
て
、
そ
の
職
務
等
に
応
じ
て
賃
金
を
決
定
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
っ
て
通
常
の
労
働

者
と
共
通
の
も
の
を
整
備
す
る
措
置
を
講
じ
、
当
該
制
度
に
基
づ
い
て
賃
金
を
支
払
っ
た
事
業
主
に
対
し
、
一
の
事

業
所
に
つ
き
四
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
六
十
万
円
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ホ

平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
二
十
五
時
間
未
満
で
あ
る
有
期
契
約

労
働
者
等
に
つ
い
て
、
当
該
所
定
労
働
時
間
を
三
十
時
間
以
上
と
す
る
措
置
を
講
じ
た
事
業
主
に
対
す
る
助
成
額
を

、
対
象
労
働
者
一
人
に
つ
き
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
二
十
万
円
）
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
一

の
事
業
所
当
た
り
の
支
給
人
数
の
上
限
を
十
五
人
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

八

障
害
者
雇
用
促
進
等
助
成
金
制
度
の
改
正

障
害
者
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
奨
励
金
に
つ
い
て
、
過
去
三
年
間
に
精
神
障
害
者
を
雇
用
し
た
こ
と
が
な
い
事
業
主
が
試
行

的
に
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
精
神
障
害
者
を
雇
い
入
れ
る
場
合
の
助
成
額
を
、
雇
入
れ
に
係
る
者
一
人
に
つ
き
月
額
八

万
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

九

生
涯
現
役
起
業
支
援
助
成
金
制
度
の
創
設

に
該
当
す
る
事
業
主
に
対
し
、

に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（一）

（二）
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次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

（一）
イ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
が
代
表
者
で
あ
る
法
人
を
、
新
た
な
事
業
を
開
始
す
る
た
め
に
設
立
し
た
事
業

（イ）
主
で
あ
る
こ
と
。

当
該
設
立
の
日
に
お
け
る
年
齢
が
四
十
歳
以
上
の
者
で
あ
る
こ
と
。

(ⅰ)

当
該
法
人
の
業
務
に
専
ら
従
事
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

(ⅱ)
個
人
事
業
主
の
う
ち
、
新
た
な
事
業
を
開
始
し
た
日
に
お
け
る
年
齢
が
四
十
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
当
該
事

（ロ）
業
に
専
ら
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

法
人
の
設
立
又
は
事
業
の
開
始
（
法
人
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）
の
日
か
ら
十
二
箇
月
以
内
に
、
雇
用
創
出
の
た

め
の
募
集
及
び
採
用
並
び
に
教
育
訓
練
に
関
す
る
計
画
（

イ
に
お
い
て
「
雇
用
創
出
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

（二）

て
都
道
府
県
労
働
局
長
の
認
定
を
受
け
、
そ
の
計
画
期
間
内
に
、
次
の

又
は

に
定
め
る
数
以
上
の
者
を
新
た
に

（イ）

（ロ）

継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

六
十
歳
以
上
の
者

二
人

（イ）
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四
十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
者

三
人
（
六
十
歳
以
上
の
者
を
一
人
新
た
に
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し

（ロ）
て
雇
い
入
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
人
）

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
規
定
に
定
め
る
額

（二）
イ

イ

の
法
人
の
代
表
者
又
は

イ

の
個
人
事
業
主
が
六
十
歳
以
上
の
場
合

雇
用
創
出
計
画
に
基
づ
く
募
集

（一）

（イ）

（一）

（ロ）

及
び
採
用
並
び
に
教
育
訓
練
に
要
し
た
経
費
（
人
件
費
を
除
く
。
ロ
に
お
い
て
「
助
成
対
象
経
費
」
と
い
う
。
）
の

三
分
の
二
に
相
当
す
る
額

ロ

イ
以
外
の
場
合

助
成
対
象
経
費
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

十
～
十
二

（
略
）

十
三

通
年
雇
用
奨
励
金
制
度
の
改
正

平
成
二
十
八
年
ま
で
の
暫
定
措
置
で
あ
る
季
節
労
働
者
の
移
動
就
労
に
係
る
経
費
、
休
業
に
係
る
経
費
及
び
試
行
雇

用
終
了
後
の
常
用
雇
用
に
係
る
経
費
に
対
す
る
助
成
に
つ
い
て
、
三
年
間
延
長
す
る
こ
と
。

第
二

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
係
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

建
設
労
働
者
確
保
育
成
助
成
金
制
度
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
。
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技
能
実
習
コ
ー
ス
の
改
正

(一)
イ

技
能
の
指
導
方
法
の
改
善
に
係
る
訓
練
を
助
成
対
象
に
加
え
る
こ
と
。

ロ

女
性
労
働
者
に
係
る
技
能
実
習
へ
の
経
費
助
成
に
つ
い
て
は
、
中
小
建
設
事
業
主
並
び
に
中
小
建
設
事
業
主
の
団

体
及
び
そ
の
連
合
団
体
以
外
を
助
成
対
象
に
加
え
、
当
該
技
能
実
習
に
要
し
た
経
費
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る

額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

雇
用
管
理
制
度
コ
ー
ス
の
改
正
等

(二)
イ

登
録
基
幹
技
能
者
に
係
る
賃
金
に
つ
い
て
、
一
定
額
以
上
の
増
額
等
を
行
っ
た
中
小
建
設
事
業
主
に
対
し
、
登
録

基
幹
技
能
者
一
人
に
つ
き
、
一
年
当
た
り
十
万
円
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ

雇
用
管
理
制
度
コ
ー
ス
に
つ
い
て
、
第
一
の
六

の
職
場
定
着
支
援
助
成
金
の
拡
充
に
伴
い
、
制
度
導
入
及
び
離

(一)

職
率
に
係
る
目
標
達
成
に
関
す
る
助
成
を
廃
止
し
、
入
職
率
に
係
る
目
標
達
成
に
関
す
る
助
成
の
み
と
す
る
こ
と
。

作
業
員
宿
舎
等
設
置
コ
ー
ス
の
改
正

(三)

作
業
員
宿
舎
等
設
置
コ
ー
ス
に
つ
い
て
、
中
小
建
設
事
業
主
に
対
し
、
建
設
現
場
に
お
い
て
女
性
労
働
者
が
働
き
や

す
い
環
境
の
整
備
に
要
し
た
経
費
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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新
分
野
教
育
訓
練
コ
ー
ス
の
廃
止

(四)

新
分
野
教
育
訓
練
コ
ー
ス
を
廃
止
す
る
こ
と
。

第
三

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


